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前年同期比増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）　製造業では減収、非製造業では増収
売上高は、311兆6,656億円で、前年同期（313兆3,008億円）を１兆6,352億円下回り、対前年同期

増加率（以下「増加率」という）は△0.5％（前期△5.8％）となりました。
業種別にみると、製造業では、輸送用機械などで増収となったものの、食料品、生産用機械、情報通信

機械などで減収となったことから、製造業全体では△3.9％（同△6.6％）となりました。一方、非製造業で
は、運輸業､郵便業、情報通信業、建設業などで減収となったものの、卸売業､小売業、サービス業、不動
産業などで増収となったことから、非製造業全体では1.0％（同△5.4％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は△0.8％（同△1.2％）、１億円～10億円の階層

は△4.8％（同△2.8％）、1,000万円～１億円の階層は1.7％（同△11.8％）となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増益　
経常利益は、15兆6,790億円で、前年同期（12兆6,461億円）を３兆329億円上回り、増加率は

24.0％（前期6.0％）となりました。
業種別にみると、製造業では、生産用機械、食料品で減益となったものの、輸送用機械、情報通信機

械、鉄鋼などで増益となったことから、製造業全体では51.5％（同28.3％）となりました。一方、非製造業
では、情報通信業、建設業などで減益となったものの、卸売業､小売業、サービス業などで増益となったこ
とから、非製造業全体では11.3％（同△3.2％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は49.7％（同15.4％）、１億円～10億円の階層

は1.8％（同10.1％）、1,000万円～１億円の階層は△12.5％（同△6.1％）となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　製造業では減少、非製造業では増加　
設備投資額は、８兆3,106億円で、増加率は0.0％（前期△3.9％）となりました。業種別にみると、製造

業では、輸送用機械、石油・石炭などで増加したものの、情報通信機械、金属製品、食料品などで減少し
たことから、製造業全体では△9.1％（同△8.3％）となりました。一方、非製造業では、サービス業、情報通
信業などで減少したものの、建設業、不動産業、卸売業､小売業などで増加したことから、非製造業全体
では5.6％（同△1.5％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は△1.1％（同△4.9％）、１億円～10億円の階層

は△2.4％（同△1.4％）、1,000万円～１億円の階層は4.0％（同△2.7％）となりました。
なお、ソフトウェア投資額は6,774億円で、増加率は△13.5％（同9.7％）となり、ソフトウェア投資額を

除いた設備投資額は７兆6,332億円で、増加率は1.4％（同△5.2％）となりました。

ーー平成25年４～６月期調査

回答法人数 22,859社 （19,139社）
回 答 率 72.１% （72.0%）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、企業活動の短期的動
向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査しているものです。なお、平成20年度調査より、
金融業、保険業を含めた調査を実施しています。
以下は平成25年９月２日に発表した平成25年４～６月期の調査結果の概要です。

財務省では、「法人企業統計調査」の公表の早期化を進めています。
そのためには、調査票の早期回収が不可欠ですので、調査の対象となった法人は、必
ず提出期限までに財務省（財務局・財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回平成25年７～９月期の調査票の提出期限は平成25年11月 10日、結
果の公表は平成25年12月２日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業

経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業

設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 24.4-6 7-9 10-12 25.1-3 4-6

（注）　設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。
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会
　
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
要
件
を
緩

和
す
る
連
結
財
規
等
の
改
正
案
、

公
表
─
金
融
庁

会
　
計

概
念
Ｆ
Ｗ
の「
認
識
の
中
止
」の
定
義

に
つ
い
て
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

去
る
８
月
26
日
、
金
融
庁
は「
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令（
案
）」等
を
公

表
し
た
。

今
回
の
改
正
案
は
、
企
業
会
計
審

議
会
総
会
・
企
画
調
整
部
会
合
同
会

議
が
６
月
20
日
に
公
表
し
た「
国
際

会
計
基
準（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）へ
の
対
応
の

あ
り
方
に
関
す
る
当
面
の
方
針
」に

お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
要
件

の
緩
和
の
方
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
た
も
の
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
要
件
の
緩
和

現
在
定
め
ら
れ
て
い
る
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

の
任
意
適
用
が
可
能
な
会
社（
特
定

会
社
）の
要
件
の
う
ち
、
上
場
企
業
お

よ
び
国
際
的
な
財
務
活
動
・
事
業
活

動
の
要
件
を
撤
廃
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
基
づ

い
て
作
成
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
適

正
性
を
確
保
す
る
取
組
・
体
制
整
備
」

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
任

意
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

そ
の
結
果
、
金
融
庁
資
料
に
よ
る

と
、
任
意
適
用
が
可
能
な
企
業
数

は
、
現
在
の
約
６
０
０
社
か
ら
４
、

０
０
０
社
超
へ
と
大
幅
に
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
時
期
の
柔
軟
化

現
在
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
任
意
適
用
す

る
た
め
に
は
、
年
度
末
ま
た
は
第

１
四
半
期
末
の
連
結
財
務
諸
表
か
ら

適
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
改
正
案
で
は
、

第
２
・
第
３
四
半
期
ま
た
は
上
半
期

か
ら
で
も
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
基
づ
く
中
間・

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
を
可

能
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

開
示
府
令
の
改
正

前
記
の
改
正
を
踏
ま
え
、
四
半
期

報
告
書
・
半
期
報
告
書
に
中
間
・
四

半
期
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確

保
す
る
取
組
み
に
関
す
る
記
載
が
行

え
る
よ
う
、「
記
載
上
の
注
意
」を
改

正
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
・
適
用
時
期

改
正
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
提
出
期
限

は
２
０
１
３
年
９
月
25
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。

去
る
８
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
に
引
き
続
き
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

が
公
表
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・

ペ
ー
パ
ー
「
財
務
報
告
に
関
す
る
概

念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
見
直
し
」（
以

下
、「
本
Ｄ
Ｐ
」と
い
う
）の
中
身
の
検

討
が
行
わ
れ
た
。

資
産
と
負
債
の
定
義
を
補
助
す
る

た
め
の
追
加
的
ガ
イ
ダ
ン
ス（
セ
ク

シ
ョ
ン
３
）

本
Ｄ
Ｐ
で
は
、
負
債
の
定
義
を
補

助
す
る
た
め
に
、「
現
在
の
義
務
」の

意
味
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
示

す
べ
き
と
し
て
い
る
。

現
在
の
義
務
に
つ
い
て
、
現
在
３

つ
の
見
解
が
あ
る
。

見
解
１
：
現
在
の
義
務
は
、
過
去
の

事
象
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
厳
格
に
無
条
件
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
解
２
：
現
在
の
義
務
は
、
過
去
の

事
象
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
実
質
的
に
無
条
件
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
解
３
：
現
在
の
義
務
は
過
去
の
事

象
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
企
業
の
将
来
の
行

動
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て

も
よ
い
。



経理情報●2013.9.20（No.1358）5

仕
事
の
場
が
海
外
に
な
っ
て
い
る

人
の
数
が
増
え
て
い
る
。
毎
年
、
10

月
１
日
時
点
で
の
海
外
在
留
邦
人

の
数
が
外
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
て
い

る
。
２
０
１
１
年
の
長
期
滞
在
者
数

は
78
万
２
、６
５
０
人（
外
務
省
領
事

局｢

海
外
在
留
邦
人
数
調
査
統
計｣

平
成
24
年
速
報
）で
、
前
年
よ
り
も

約
２
万
３
千
人
増
加
し
た
。
長
期
滞

在
者
と
は
３
カ
月
以
上
の
滞
在
者
で
、

現
地
で
の
永
住
権
を
持
っ
て
い
な
い
人

を
指
す
。
将
来
の
母
国
帰
還
が
想
定

さ
れ
て
い
る
人
の
数
だ
。
10
年
前
と

比
べ
る
と
約
１・５
倍
。
閉
塞
感
が
強

い
日
本
社
会
か
ら
、
海
外
に
明
日
の

活
路
を
求
め
る
企
業
が
増
加
を
牽
引

し
て
い
る
。
わ
が
国
は
、
こ
の
増
加
を

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

海
外
で
事
業
展
開
を
行
って
い
る
企

業
数
は
増
加
の一途
を
辿
って
い
る
。
同

じ
調
査
で
、
日
本
人
が
外
国
で
創
業
し

た
り
、
合
弁
会
社
や
駐
在
員
事
務
所

の
数
も
含
め
れ
ば
、
広
義
の
海
外
日
系

企
業
数
は
約
６
万
２
千
社
。
５
年
で
倍

増
し
て
い
る
。
日
本
の
企
業
経
営
者
は
、

海
外
で
の
事
業
拡
大
に
積
極
的
だ
。

母
国
通
貨
の
経
済
圏
を
離
れ
て
仕

事
を
こ
な
す
た
め
に
は
、
そ
の
業
務
へ

の
習
熟
と
、一緒
に
働
く
人
と
の
対
話

能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
能

力
は
、
学
歴
と
の
相
関
関
係
が
高
い
。

文
部
科
学
省
が
ま
と
め
て
い
る
留
学

生
統
計
の
原
典
と
な
っ
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
資
料（Education at a Glance 

2013

）に
よ
れ
ば
、
世
界
的
傾
向
と

し
て
学
歴
が
高
け
れ
ば
失
業
率
が
低

く
、
所
得
は
高
い
と
分
析
さ
れ
て
い

る
。
教
育
の
価
値
は
高
い
と
考
え
る

の
が
世
界
の
潮
流
だ
。

海
外
長
期
滞
在
者
で
最
大
の
構
成

比
を
占
め
て
い
る
民
間
企
業
部
門
は
、

２
０
１
１
年
に
４
％
（
８
、８
９
４
人
）

増
加
さ
せ
た
。
一
般
に
、
実
務
を
行

う
長
期
滞
在
者
が
新
卒
社
員
で
あ
る

と
は
考
え
に
く
い
。
１
９
９
０
年
代
の

末
か
ら
２
０
０
０
年
代
の
初
頭
に
か
け

て
、
法
人
の
留
学
や
研
究
で
の
、
学

習
を
目
的
と
す
る
長
期
滞
在
者
数
は

増
加
を
続
け
て
い
た
。
２
０
０
５
年
以

降
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。
民
間
企

業
が
い
ま
、
海
外
へ
の
派
遣
要
員
を
確

保
で
き
て
い
る
の
は
こ
の
時
代
に
知
見

を
積
み
重
ね
た
人
材
を
確
保
で
き
て

い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
人

材
逼
迫
問
題
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。

５
年
以
上
も
前
か
ら
、
留
学
者
数
が
減

少
に
転
じ
て
い
る
か
ら
だ（
文
部
科
学
省

「
日
本
人
の
海
外
留
学
状
況
」２
０
１
３

年
２
月
）。
正
確
に
い
え
ば
、
外
務
省
の

統
計
に
は「
留
学
生
・
研
究
者
・
教
師
」

の
男
女
別
調
査
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
全
体
数
の
減
少
原
因
は
男
子
の
減

少
に
起
因
し
て
い
る
。
男
子
の
ピ
ー
ク

は
２
０
０
６
年
の
５
万
９
、８
０
４
人
だっ

た
。
足
元
で
は
１
、２
２
５
人
減
少
し
て

い
る
。
同
じ
期
間
に
女
子
は
１
、４
９
５

人
増
加
し
た
。
こ
の
世
界
で
は
女
性
が

優
位
に
立って
い
る
。

海
外
で
あ
れ
国
内
で
あ
れ
、
職
業
で

大
事
な
の
は
専
門
職
能
の
発
揮
。
留

学
が
専
門
性
を
高
め
る
わ
け
で
も
な

い
。
た
だ
、
留
学
体
験
は
多
様
な
考

え
方
の
な
か
で
の
自
ら
の
立
ち
位
置
を

はっ
き
り
さ
せ
や
す
く
す
る
。
人
間
の

心
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
が
多
い
。

今
春
か
ら
大
学
生
に
な
っ
た
学
生
の

う
ち
、
海
外
留
学
意
向
が
な
い
人
の
割

合
は
38
・
６
％
で
、
留
学
意
向
を
抱
い

て
い
る
学
生
の
割
合
よ
り
も
５・２
ポ
イ

ン
ト
高
い
と
い
う（
リ
ク
ル
ー
ト
進
学
総

研
調
べ
）。
男
女
別
で
は
女
子
の
ほ
う

が
留
学
に
意
欲
的
だ
と
も
。
こ
の
種
の

デ
ー
タ
は
、
意
欲
的
な
女
子
に
比
し
て

男
子
は
…
と
分
析
さ
れ
が
ち
だ
。
裏

返
せ
ば
、
女
子
の
将
来
出
口
が
狭
い
こ

と
に
由
来
す
る
消
極
的
選
択
の
結
果
だ

ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
閉
塞
的
社
会
の

一断
面
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

日
本
の
社
会
は
、
自
国
民
子
弟
の

競
争
力
向
上
が
必
要
だ
。
そ
の
た
め

に
は
、
教
育
現
場
で
教
員
と
学
生
の

半
分
を
友
好
国
か
ら
の
招
待
留
学
生
へ

開
放
し
て
留
学
効
果
の
強
制
適
用
を

図
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。

（
神
保
敏
明
）

78
どう見る？
　　　この数字

｜綱渡りの国際交流
78万人　

会
　
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
作

業
、始
ま
る
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
作
業
部
会

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
見
解
１
を
暫
定
的

に
棄
却
し
、
見
解
２
と
見
解
３
の
い

ず
れ
を
予
備
的
見
解
と
す
る
か
に
つ

い
て
は
ま
だ
合
意
に
至
っ
て
い
な
い
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
見
解
２
・
３

は
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
比
較
可
能
性

の
問
題
が
出
る
の
で
は
」と
の
意
見

が
あ
っ
た
。

認
識
の
中
止（
セ
ク
シ
ョ
ン
４
）

現
行
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で

は
定
義
が
さ
れ
て
い
な
い「
認
識
の

中
止
」に
つ
い
て
、
本
Ｄ
Ｐ
で
は
、

次
の
２
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

支
配
ア
プ
ロ
ー
チ
：
認
識
の
中
止
と

は
、
単
純
に
認
識
の
ミ
ラ
ー
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識

の
規
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場

合
に
、
企
業
は
資
産
ま
た
は
負
債

の
認
識
の
中
止
を
行
う
。

リ
ス
ク
・
経
済
価
値
ア
プ
ロ
ー
チ
：

企
業
は
、
資
産
ま
た
は
負
債
か
ら

創
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
と
経
済
価
値

の
大
部
分
に
晒
さ
れ
な
く
な
る
ま

で
、
資
産
ま
た
は
負
債
の
認
識
を

継
続
す
べ
き
で
あ
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
き
ち
ん
と
認

識
の
中
止
を
定
義
す
る
こ
と
に
は
意

味
が
あ
る
」、「
財
務
諸
表
ユ
ー
ザ
ー

と
し
て
は
、
リ
ス
ク
・
経
済
価
値

ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
い
」と
の
意
見
が

あ
っ
た
。

去
る
８
月
27
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
回
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン

ド
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
作
業
部
会

を
開
催
し
た
。

議
論
の
進
め
方　

「
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
さ
れ
た
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
」を
開
発
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
設
定
し
た
個
々
の

会
計
基
準
等
を
、
修
正
す
る
こ
と
な

し
に
採
択
可
能
か
否
か
を
判
断
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な

項
目
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
教

育
文
書
等
の
作
成
が
必
要
か
に
つ
い

て
も
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
断
を
す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
日
本
基
準
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
検
討
が
必

要
な
項
目
の
候
補
」を
抽
出
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
方
向
性
が

示
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
個
別
基
準
を
検
討
す

る
際
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
次
の

３
点
を
勘
案
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

①　
会
計
基
準
に
係
る
基
本
的
な
考

え
方

②　
実
務
上
の
困
難
さ（
作
成
コ
ス
ト

が
便
益
に
見
合
わ
な
い
等
）
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③　
周
辺
制
度
の
関
連（
各
種
業
規
制

な
ど
に
関
連
し
て
適
用
が
困
難
ま

た
は
多
大
な
コ
ス
ト
を
要
す
る
こ

と
が
な
い
か
等
）

第
１
回
の
今
回
は
次
の
よ
う
な
議

論
が
行
わ
れ
た
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
16
号「
有
形
固
定
資
産
」

・
減
価
償
却
方
法

（
事
務
局
に
よ
る
整
理
）

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
教
育
文
書
の
公
表
に

よ
り
、
定
率
法
と
定
額
法
の
採
用
に

優
先
順
位
は
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ

た
が
、
依
然
と
し
て
実
務
上
の
償
却

方
法
の
決
定
に
つ
い
て
実
務
上
の
困

難
さ
が
あ
る
。

（
委
員
の
意
見
）

償
却
方
法
の
決
定
に
関
し
て
、
日

本
の
会
計
慣
行
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
も
そ

の
ま
ま
通
用
す
る
。

・
耐
用
年
数　

（
事
務
局
に
よ
る
整
理
）

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
は
、
経
済
的
耐
用
年

数
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
税
法
耐
用
年
数

の
使
用
が
多
く
み
ら
れ
る
。

（
委
員
の
意
見
）

わ
が
国
に
お
い
て
、
税
法
耐
用
年

数
と
経
済
的
耐
用
年
数
が
実
務
上
同

じ
場
合
が
多
い
か
ら
、
そ
う
な
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
36
号「
資
産
の
減
損
」

・
固
定
資
産
の
減
損
の
戻
入
れ

（
事
務
局
に
よ
る
整
理
）

会
計
基
準
に
係
る
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
日
本
基
準

に
は
、
次
の
違
い
が
あ
る
と
す
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
は
、減
損
の
戻
入
れ
は
、

資
産
ま
た
は
資
産
グ
ル
ー
プ
の
将
来
の

便
益
の
可
能
性
に
つい
て
よ
り
有
用
な

情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
た
め
、

減
損
の
戻
入
れ
に
よ
り
、
当
期
以
降

の
減
価
償
却
費
が
適
正
に
な
る
。

一
方
で
、
日
本
基
準
で
は
、
減
損

は
費
用
配
分
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
配
分
さ
れ
た
費
用
は
、
そ
の

後
に
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
委
員
の
意
見
）

日
本
基
準
が
戻
入
れ
を
認
め
な
い会

　
計

実
務
対
応
報
告
18
号
の
改
正
案
、検

討
大
詰
め
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
計

専
門
委
員
会
で
の
議
論
、終
了

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

去
る
８
月
28
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
７
１
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

手
続第

１
回
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス

メ
ン
ト
に
関
す
る
作
業
部
会
の
検
討

状
況
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

今
般
示
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン

ド
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
に
関
す
る
計
画

で
は
、
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
対

象
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
一
方
、

「
必
要
に
応
じ
て
、
適
用
を
容
易
に

す
る
観
点
で
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
教
育

文
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
」と
さ
れ
て
い
る
。

会
、
第
50
回
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
審
議
、
お
よ
び
事
務
局
で
の
検
討

を
経
た
文
案
が
示
さ
れ
、
審
議
が
行

わ
れ
た
。

⑴　
脚
注
１

実
務
対
応
報
告
18
号
の
脚
注
１
に

つ
い
て
、
適
用
範
囲（
明
ら
か
に
合

理
的
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
定
さ
れ
る
か
否
か
）の
明
確
化
を

求
め
る
意
見
が
、
専
門
委
員
会
に
お

い
て
多
く
聞
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
事
務
局
で
再
検
討
さ
れ
、「
明
ら

か
に
合
理
的
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
限
定
さ
れ
る
」旨
の
表
現
の

修
正
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
少
数
株
主
損
益
の
会
計
処
理

な
お
、今
回
修
正
項
目
と
し
て「
資

本
性
金
融
商
品
の
Ｏ
Ｃ
Ｉ
オ
プ
シ
ョ
ン

に
関
す
る
ノ
ン
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
処

理
」、「
金
融
負
債
の
公
正
価
値
オ
プ

シ
ョ
ン
に
お
け
る
ノ
ン
リ
サ
イ
ク
リ
ン

グ
処
理
」を
追
加
す
る
の
に
あ
わ
せ
、

現
在
修
正
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る「
少
数
株
主
損
益
の
会
計
処
理
」

を
削
除
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。こ
れ
は
、企
業
結
合（
ス
テ
ッ
プ
２
）

に
お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
・
米
国
会
計
基

準
と
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
提
案
が

な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
点
、
企
業
結
合（
ス
テ
ッ
プ

２
）の
適
用
時
期（
２
０
１
５
年
４
月

１
日
以
後
開
始
年
度
）と
、
今
回
の

改
正
の
適
用
時
期（
２
０
１
４
年
４

月
１
日
以
後
開
始
年
度
）に
差
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
委
員
か
ら
は「
経
過

的
な
取
扱
い
を
定
め
る
等
の
対
応
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
」と
い
う
意
見

も
聞
か
れ
た
。

⑶　
今
後
の
予
定

基
本
的
な
検
討
は
終
わ
っ
て
い
る

た
め
、
時
期
が
来
れ
ば
速
や
か
に
公

開
草
案
を
公
表
し
た
い
と
の
考
え
が

示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
⑵
と
の

関
係
か
ら
、
企
業
結
合（
ス
テ
ッ
プ

２
）の
最
終
基
準
化
後
に
公
表
議
決

さ
れ
る
予
定
。

去
る
９
月
２
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
62
回
リ
ー
ス
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
前
回
ま
で
の
議
論
と
８

月
20
日
に
募
集
が
締
め
切
ら
れ
た
市

場
関
係
者
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
改
訂
公
開
草
案

「
リ
ー
ス
」に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
文
案

が
引
き
続
き
、
議
論
さ
れ
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

全
般
的
な
コ
メ
ン
ト

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
提
出
す
る

コ
メ
ン
ト
レ
タ
ー
の
冒
頭
に「
全
般
的

な
コ
メ
ン
ト
」が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、

前
回
ま
で
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
た

と
え
ば
、
貸
手
の
会
計
処
理
に
お
い

の
は
、
あ
く
ま
で
実
務
上
の
煩
雑
さ

の
問
題
な
の
で
、
む
し
ろ
実
務
上
の

困
難
さ
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
欲
し

い
。今

後
の
予
定　

（
第
２
回
）　
従
業
員
給
付
、
引
当
金

他
、
表
示
他

（
第
３
回
）　

連
結
、
企
業
結
合
他
、

解
釈
指
針
、
財
務
諸
表
注
記

（
第
４
回
）　
金
融
商
品
他
、
初
度
適

用
、
財
務
諸
表
注
記

委
員
か
ら
は
、「
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
作

り
方
に
よ
っ
て
違
う
も
の
と
な
る
た

め
、
ど
う
作
る
か
が
難
し
い
」、「
ガ

イ
ダ
ン
ス
と
あ
る
と
、
期
待
だ
け
膨

ら
む
可
能
性
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

も
の
と
す
る
の
か
、
早
め
に
ス
タ
ン

ス
を
示
す
べ
き
」な
ど
と
い
っ
た
意

見
が
聞
か
れ
た
。
こ
の
点
、
事
務
局

か
ら
は
、「
規
範
性
の
あ
る
ガ
イ
ダ
ン

ス
、
な
い
教
育
文
書
と
い
う
位
置
づ

け
で
考
え
て
お
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の

作
成
は
あ
る
意
味
で
修
正
・
削
除
よ

り
難
し
い
と
い
う
の
は
確
か
。
チ
ャ

レ
ン
ジ
ン
グ
だ
が
、
今
回
の
目
的
の

な
か
で
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

実
務
対
応
報
告
18
号
の
見
直
し

第
２
７
０
回
企
業
会
計
基
準
委
員
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法
　
務

平
成
24
年
金
商
法
等
改
正
に
係
る

政
令
等
、公
布
へ
─
金
融
庁

去
る
８
月
30
日
、
金
融
庁
は「
平

成
24
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正

（
１
年
以
内
施
行
）等
に
係
る
政
令
・

内
閣
府
令
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
結
果
等
に
つ
い
て
」を

公
表
し
た（
改
正
政
令
・
内
閣
府
令

は
９
月
４
日
に
公
布
さ
れ
、
９
月
６

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
）。

主
な
改
正
内
容
は
次
の
と
お
り
。

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
改
正

発
行
者
以
外
の
者
が
行
う
公
開
買

付
け
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
買
集
め

行
為
に
関
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

規
制
が
解
除
さ
れ
る
公
表
措
置
と
し

て
、「
公
開
買
付
者
等
で
あ
る「
上
場

会
社
」が
、
取
引
所
に
通
知
す
る
こ

と
に
よ
る
公
表
」、「
公
開
買
付
者
等

で
あ
る「
上
場
会
社
以
外
の
者
」が
、

被
買
付
企
業
ま
た
は
上
場
親
会
社
に

対
し
、取
引
所
へ
の
通
知
を
要
請
し
、

当
該
被
買
付
企
業
ま
た
は
当
該
親
会

社
が
、
当
該
要
請
に
基
づ
き
取
引
所

に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
る
公
表
」が

追
加
さ
れ
て
い
る
。

各
内
閣
府
令
の
改
正

内
閣
府
令
に
つ
い
て
、
主
に
次
の

よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑴　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
章
の
二

の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
関
す
る

内
閣
府
令

①
　
課
徴
金
の
対
象
の
追
加
・
拡
大

に
伴
う
改
正

②
　
課
徴
金
に
係
る
調
査
権
限
へ
の

出
頭
命
令
の
追
加
に
伴
う
改
正

⑵　
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に

関
す
る
内
閣
府
令

①
　
純
粋
持
株
会
社
等
に
係
る
重
要

事
実
の
軽
微
基
準
の
見
直
し
等

②
　
企
業
の
組
織
再
編
に
係
る
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
見
直
し
に

伴
う
改
正

て
使
用
権
モ
デ
ル
を
否
定
す
る
立
場

を
明
確
に
示
す
な
ど
、
次
の
よ
う
な

修
正
文
案
が
提
示
さ
れ
た
。

全
般
的
な
コ
メ
ン
ト

１　
我
々
は
、
現
行
基
準
を
見
直
し
、

リ
ー
ス
に
関
す
る
財
務
情
報
を
改

善
す
る
と
い
う
両
審
議
会
の
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
を
引
き
続
き

支
持
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々

は
提
案
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
懸
念
を

も
っ
て
い
る
。

⒜　
リ
ー
ス
の
識
別
：
リ
ー
ス
構
成

部
分
と
サ
ー
ビ
ス
構
成
部
分
を
含

む
契
約
に
お
い
て
、
一
部
又
は
全

部
の
観
察
可
能
な
価
格
が
入
手
で

き
な
い
場
合（
第
23
項
⒝
又
は
⒞
）

に
、
借
手
が
常
に
一
体
と
し
て
リ
ー

ス
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
適
切

で
は
な
い（
パ
ラ
グ
ラ
フ
９
か
ら
パ

ラ
グ
ラ
フ
10
参
照
）。

⒝　
借
手
の
会
計
処
理
：
借
手
が
使

用
権
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
関
連
す

る
資
産
及
び
負
債
を
認
識
す
べ
き

取
引
の
範
囲
に
つ
い
て
、
追
加
的

な
検
討
が
必
要
で
あ
る（
パ
ラ
グ
ラ

フ
15
か
ら
パ
ラ
グ
ラ
フ
22
参
照
）。

⒞　
貸
手
の
会
計
処
理
：
貸
手
の
リ
ー

ス
の
分
類
に
お
い
て
は
、
貸
手
の

残
存
資
産
の
リ
ス
ク
便
益
へ
の
関

与
度
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

提
案
内
容
に
同
意
し
な
い（
パ
ラ

グ
ラ
フ
30
か
ら
パ
ラ
グ
ラ
フ
37
参

照
）。

（
以
下
、
略
）

そ
の
他

今
回
の
コ
メ
ン
ト
文
案
に
は
市
場

関
係
者
の
意
見
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

ま
た
、
借
手
の
会
計
処
理
に
関
す
る

財
務
諸
表
作
成
者
の
詳
細
な
意
見
が

（
付
録
）と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　

＊

な
お
、
今
回
で
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ

Ｓ
Ｂ
改
訂
公
開
草
案「
リ
ー
ス
」に
対

す
る
コ
メ
ン
ト
の
方
向
性
お
よ
び
文

案
の
専
門
委
員
会
で
の
審
議
は
終
了

し
た
。
コ
メ
ン
ト
文
案
の
最
終
化
に

向
け
て
、
次
回（
９
月
９
日
）の
企
業

会
計
基
準
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

経理用語の豆知識
年金資産に対する監査手続

日本公認会計士協会より監査・保証実務委員会研究報告
２６号「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」が公表
されたが、それによると、①年金資産に対する監査手続および
②年金資産の内訳開示に係る監査手続が示されている。

年金資産については、その実在性と評価の妥当性が主なア
サーションとされており、監査人は、企業の年金資産に対するリ
スク評価プロセスを把握・理解し、運用商品・対象の特徴や運
用リスクの所在および実施されているリスク評価のプロセスも踏
まえてリスク評価手続を実施することとされている。そのうえで
運用評価手続を実施し、重要な年金資産残高等に対して確認、
分析的手続、個別テスト等の実証手続を行うこととされている。

年金資産の主な内訳は、その種類別に内訳開示を行うとさ
れているが、監査人は年金資産の内訳開示に関する方針に係
る方針および内部統制を理解し、確認によるリスク対応手続を
行うことが有用であるとされている。

連結財務諸表における特別目的会社の取扱い

企業会計基準２２号「連結財務諸表に関する会計基準」が
改正され、資産流動化法上の特別目的会社については、「一定
の要件を満たす特別目的会社に対する出資者及び当該特別目
的会社に資産を譲渡した企業は当該特別目的会社を子会社に
該当しないものと推定する」という取扱いから、当該出資者に係
る定めを削除し、資産を譲渡した企業に限定することとされた。
その設定当初に比べて特別目的会社を利用した取引が拡大
し、複雑・多様化していることから、所定の見直しを行っている。

具体的には、「特別目的会社については、適正な価額で譲り
受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証
券の所有者に享受させることを目的として設立されており、その
事業が目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目
的会社に資産を譲渡した企業から独立しているものと認め、特
別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと
推定する。」とされている。
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特集

公募増資や第三者割当増資とも違う、新たなエクイティ・ファイナンス手法であるライツ・オファ
リングが今再び注目を集めている。金商法の改正等によって使い勝手がよくなり、特に今年に入っ
てから事例が急増しているからだ。しかし一方で、株主による新株予約権の行使があまりなされ
ず、思うような資金調達ができないのではという懸念も依然としてある。そこで本特集では、これま
での事例をさまざまな角度から分析し、ライツ・オファリングを成功させるためのポイントを取り
上げてもらった。

急増する実例からみえてきた!!急増する実例からみえてきた!!

ライツ・オファリング
の成功ポイント

公募増資、第三者割当増資とどう違う？
ライツ・オファリングの特徴と
実施スケジュール
スキーム、希薄化率、株価への影響等…etc.
ライツ・オファリングの実例分析
押さえておくべき法務上の留意事項
米国株主、ガン・ジャンピング問題への
具体的対応
資金使途は明確に
株主サイドが実施企業に求めるもの

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2013年
8月26日

内閣府令第54号
企業内容等の開示に関する内閣府令及び
特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令の一部を改正する内閣府令

金融庁

主にわが国における株券の所有者数が少数となった
外国会社の有価証券報告書提出義務の免除、売出し
に係る発行者関係者の範囲の調整等につき、改正が
行われたもの。

―

2013年
8月26日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府
令（案）」等の公表について

金融庁
IFRSの任意適用が可能な会社（特定会社）の要件を
緩和するため、所要の改正を行うもの。コメント期限
は2013年9月25日まで。

2013年
9月20日号
ニュース記事

金
　
融

消
費
税
率
引
上
げ
の
た
め
の
集
中

点
検
会
合
の
真
の
狙
い

証
　
券

日
米
の
新
た
な
問
題
を
ど
う
評
価
す
る
か

内
閣
府
に
よ
る「
今
後
の
経
済
財

政
動
向
等
に
つ
い
て
の
集
中
点
検
会

合
」が
、
８
月
26
日
か
ら
５
日
間
、

60
名
の
有
識
者
・
専
門
家
を
招
い
て

開
催
さ
れ
た
。

昨
年
８
月
に
決
め
た
、
現
行
５
％

の
消
費
税
率
を
、
２
０
１
４
年
４
月

に
８
％
、
２
０
１
５
年
10
月
に
10
％

へ
引
き
上
げ
る
法
律
の
な
か
で
、
い

わ
ゆ
る「
景
気
条
項
」と
し
て
、
事
前

に
経
済
状
況
を
勘
案
し
て
引
上
げ
を

停
止
す
る
選
択
肢
も
規
定
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
会
合
も
そ
の
判
断
材
料

を
集
め
る
た
め
の
も
の
。
た
だ
、
有

識
者
・
専
門
家
の
意
見
を
求
め
る
の

は
わ
か
る
が
、
ど
う
し
て
60
人
も
必

要
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
銀
に
高
圧
的

な
態
度
を
取
っ
て
、
専
門
家
の
な
か

で
も
一
部
の
意
見
に
過
ぎ
な
か
っ

た
、
前
例
の
な
い
金
融
緩
和
策
を
断

行
し
た
安
倍
首
相
の
行
動
と
は
思
え

な
い
慎
重
さ
だ
。

税
率
引
上
げ
賛
成
派
は
市
場
の
反

応
、
特
に
海
外
か
ら
の
反
応
を
気
に

し
、
反
対
派
は
１
９
９
７
年
の
橋
本

政
権
下
の
３
％
か
ら
５
％
へ
の
税
率

引
上
げ
と
そ
の
後
の
景
気
低
迷
を
引

合
い
に
出
し
て
、
景
気
へ
の
悪
影
響

を
指
摘
す
る
。
そ
も
そ
も
経
済
政
策

の
決
定
は
、
多
く
の
意
見
を
聞
け
ば

聞
く
ほ
ど
正
し
い
判
断
に
近
づ
く
と

い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
今
回

も
、
安
倍
首
相
自
身
の
答
え
は
持
っ

て
い
る
は
ず
だ
。
仮
に
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
政
策
責
任
者
と
し
て
失
格
で

あ
る
。
ま
し
て
、
60
人
も
の
意
見
を

精
査
し
て
税
率
引
上
げ
の
可
否
を
判

断
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

本
来
、
具
体
的
な
引
上
げ
シ
ナ
リ

オ
を
法
律
の
な
か
で
謳
っ
て
い
る
以

上
、
予
定
ど
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と

は
簡
単
な
は
ず
だ
。
む
し
ろ
、
昨
年

決
め
た
税
率
引
上
げ
を
先
延
ば
し
す

る
意
図
が
あ
っ
て
、
そ
の
合
理
的
な

理
由
が
欲
し
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

だ
ろ
う
か
。

そ
う
な
る
と
、
安
倍
政
権
の
経
済

政
策
に
当
初
か
ら
大
き
な
影
響
力
を

持
っ
て
い
る
浜
田
宏
一
内
閣
官
房
参

与
の
、「
２
０
１
４
年
か
ら
毎
年
１
％

ず
つ
引
上
げ
」が
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

消
費
税
の
税
率
は
直
接
税
や
地
方
税

な
ど
も
含
め
た
税
体
系
の
な
か
で
考

え
る
べ
き
で
、
景
気
循
環
や
、
ま
し

て
時
の
政
権
の
政
治
的
都
合
で
変
更

す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
安
倍
首
相
が
、
そ
こ
ま
で
考

慮
し
て
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

し
た
ら
賞
賛
に
値
す
る
の
だ
が
。

安
倍
政
権
は
８
月
末
に
消
費
税
率

引
上
げ
の
実
施
に
つい
て
、
集
中
点
検

会
合
な
る
も
の
を
開
い
た
。
有
識
者

60
人
に
引
上
げ
実
施
の
意
見
、
賛
否

を
聞
く
も
の
だ
が
、
免
罪
符
作
り
が

み
え
み
え
で
、
政
権
の
自
信
の
な
さ

を
物
語
る
も
の
に
し
か
思
え
な
か
っ

た
。
幸
い
に
も
識
者
の
大
多
数
が
引

上
げ
実
施
に
賛
成
で
政
権
の
面
子
は

保
た
れ
た
。

ま
た
、
最
新
の
法
人
企
業
統
計
で

設
備
投
資
実
績
が
増
加
と
出
た
結

果
、
４
―
６
月
期
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
改
定
値

は
上
方
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と

な
っ
た
。
年
率
３
％
を
超
え
る
成
長

率
に
な
れ
ば
、
首
相
は
堂
々
と
消
費

税
率
引
上
げ
を
予
定
ど
お
り
に
行
う

と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
決
め

ら
れ
る
政
治
を
実
証
し
た
と
し
て
、

株
価
に
も
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
よ

う
。一方

、
福
島
第
一原
発
の
汚
染
水
流

出
が
国
際
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

諸
外
国
の
批
判
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
き
て
、
首
相
は
そ
の
対
策
に
政

府
が
前
面
に
出
る
こ
と
を
宣
言
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
首
相
の
責
任
が
直

接
、問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、

大
き
な
リ
ス
ク
を
取
る
こ
と
に
な
っ

た
。
安
倍
首
相
が
難
問
を
う
ま
く
裁

け
る
か
ど
う
か
、
注
目
を
怠
れ
な
い
。

８
月
中
旬
以
降
、
世
界
同
時
株
安
、

同
時
調
整
の
震
源
地
に
な
っ
て
い
た
ア

メ
リ
カ
は
、
長
期
化
し
て
い
る
Ｑ
Ｅ
３

縮
小
時
期
の
問
題
に
加
え
、
シ
リ
ア

情
勢
の
緊
迫
化
が
重
な
っ
た
。
内
戦

に
揺
れ
る
シ
リ
ア
政
府
が
国
際
法
違

反
の
化
学
兵
器
を
使
用
し
て
多
数
の

国
民
を
殺
傷
し
た
と
し
て
、
シ
リ
ア

に
対
し
て
懲
罰
的
な
武
力
行
使
を
行

う
か
否
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

も
し
、
武
力
行
使
と
な
れ
ば
世
界

の
市
場
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
が
、
ア
メ
リ

カ
が
同
志
と
頼
む
イ
ギ
リ
ス
が
早
々

と
共
同
行
動
か
ら
脱
落
し
、
最
高
責

任
者
の
オ
バ
マ
大
統
領
も
態
度
決
定

を
議
会
に
委
ね
る
姿
勢
を
み
せ
て
お

り
、
今
後
の
展
開
の
予
想
が
極
め
て

難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

当
面
の
焦
点
は
引
き
続
き
Ｑ
Ｅ
３

縮
小
の
問
題
で
あ
る
。
最
近
、
ア
メ

リ
カ
で
は
Ｑ
Ｅ
１
、
Ｑ
Ｅ
２
廃
止
の
時

の
株
価
下
落
の
経
験
か
ら
、
今
回
も

株
価
へ
の
影
響
を
大
き
く
み
る
予
想

が
強
ま
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
問
題
で
は
８
月
が
調
整
期

間
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
仮
に
縮

小
が
９
月
実
施
と
な
っ
た
と
し
て
も
サ

プ
ラ
イ
ズ
で
は
な
く
、
長
期
金
利
が

予
想
外
の
上
昇
と
いっ
た
こ
と
に
な
ら

な
い
限
り
、
株
価
暴
落
と
いっ
た
事
態

は
避
け
ら
れ
よ
う
。
日
米
を
先
頭
に

株
価
は
秋
相
場
を
期
待
で
き
る
と
い

う
見
通
し
は
変
わ
ら
な
い
。


